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○

金
融
商
品
取
引
所
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
五
十
四
号
）

改

正

案

現

行

（
金
融
商
品
取
引
所
の
子
会
社
に
係
る
認
可
申
請
）

（
金
融
商
品
取
引
所
の
子
会
社
に
係
る
認
可
申
請
）

第
十
条

法
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
金

第
十
条

法
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
金

融
商
品
取
引
所
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
金
融
庁
長

融
商
品
取
引
所
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
金
融
庁
長

官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

当
該
認
可
に
係
る
子
会
社
と
な
る
会
社
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類

三

当
該
認
可
に
係
る
子
会
社
と
な
る
会
社
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

取
締
役
及
び
監
査
役
（
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
取
締
役

ハ

取
締
役
及
び
監
査
役
（
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
取
締
役
及
び

、
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
取
締
役
及
び
執
行
役
。
第
五
十

執
行
役
。
第
五
十
七
条
第
二
項
及
び
第
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
ハ
に
お

七
条
第
二
項
及
び
第
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

い
て
同
じ
。
）
の
氏
名
及
び
役
職
名
を
記
載
し
た
書
面

氏
名
及
び
役
職
名
を
記
載
し
た
書
面

ニ
〜
ト

（
略
）

ニ
〜
ト

（
略
）

四

（
略
）

四

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
表
示
す
る
方
法
）

（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
表
示
す
る
方
法
）

第
十
六
条

次
に
掲
げ
る
規
定
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に

第
十
六
条

次
に
掲
げ
る
規
定
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に

掲
げ
る
規
定
の
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
紙
面
又
は
映
像
面
に
表
示

掲
げ
る
規
定
の
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
紙
面
又
は
映
像
面
に
表
示

す
る
方
法
と
す
る
。

す
る
方
法
と
す
る
。
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一
〜
五

（
略
）

一
〜
五

（
略
）

六

法
第
百
三
十
九
条
の
四
第
十
項
第
三
号

六

法
第
百
三
十
九
条
の
四
第
九
項
第
三
号

七
〜
十
二

（
略
）

七
〜
十
二

（
略
）

（
自
主
規
制
委
員
会
の
職
務
執
行
の
た
め
の
決
定
）

（
自
主
規
制
委
員
会
の
職
務
執
行
の
た
め
の
決
定
）

第
五
十
三
条

法
第
百
六
条
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲

第
五
十
三
条

法
第
百
六
条
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
と
す
る
。

げ
る
事
項
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

第
一
号
の
取
締
役
及
び
使
用
人
の
他
の
取
締
役
（
自
主
規
制
委
員
で
あ
る

（
新
設
）

取
締
役
を
除
く
。
）
か
ら
の
独
立
性
に
関
す
る
事
項
（
当
該
特
定
株
式
会
社

金
融
商
品
取
引
所
が
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

四

第
一
号
の
取
締
役
及
び
使
用
人
の
執
行
役
か
ら
の
独
立
性
に
関
す
る
事
項

三

第
一
号
の
取
締
役
又
は
使
用
人
の
執
行
役
か
ら
の
独
立
性
に
関
す
る
事
項

（
当
該
特
定
株
式
会
社
金
融
商
品
取
引
所
が
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
で
あ

（
当
該
特
定
株
式
会
社
金
融
商
品
取
引
所
が
委
員
会
設
置
会
社
で
あ
る
場
合

る
場
合
に
限
る
。
）

に
限
る
。
）

五

第
一
号
の
取
締
役
及
び
使
用
人
に
対
す
る
指
示
の
実
効
性
の
確
保
に
関
す

（
新
設
）

る
事
項

六
・
七

（
略
）

四
・
五

（
略
）

八

前
号
の
報
告
を
し
た
者
が
当
該
報
告
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
不
利
な

（
新
設
）

取
扱
い
を
受
け
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制

九

自
主
規
制
委
員
の
職
務
の
執
行
（
自
主
規
制
委
員
会
の
職
務
の
執
行
に
関

（
新
設
）

す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
生
ず
る
費
用
の
前
払
又
は
償
還
の
手
続
そ

の
他
の
当
該
職
務
の
執
行
に
つ
い
て
生
ず
る
費
用
又
は
債
務
の
処
理
に
係
る

方
針
に
関
す
る
事
項
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十
・
十
一

（
略
）

六
・
七

（
略
）

（
吸
収
合
併
消
滅
会
員
金
融
商
品
取
引
所
の
事
前
開
示
事
項
等
）

（
吸
収
合
併
消
滅
会
員
金
融
商
品
取
引
所
の
事
前
開
示
事
項
等
）

第
八
十
一
条

法
第
百
三
十
九
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

第
八
十
一
条

法
第
百
三
十
九
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四

吸
収
合
併
が
効
力
を
生
ず
る
日
以
後
に
お
け
る
吸
収
合
併
存
続
金
融
商
品

四

吸
収
合
併
が
効
力
を
生
ず
る
日
以
後
に
お
け
る
吸
収
合
併
存
続
金
融
商
品

取
引
所
の
債
務
（
法
第
百
三
十
九
条
の
三
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

取
引
所
の
債
務
（
法
第
百
三
十
九
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

百
一
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
吸
収
合
併
に
つ
い
て
異
議
を
述
べ
る
こ

百
一
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
吸
収
合
併
に
つ
い
て
異
議
を
述
べ
る
こ

と
が
で
き
る
債
権
者
に
対
し
て
負
担
す
る
債
務
に
限
る
。
）
の
履
行
の
見
込

と
が
で
き
る
債
権
者
に
対
し
て
負
担
す
る
債
務
に
限
る
。
）
の
履
行
の
見
込

み
に
関
す
る
事
項

み
に
関
す
る
事
項

五

（
略
）

五

（
略
）

２
〜
６

（
略
）

２
〜
６

（
略
）

（
吸
収
合
併
存
続
会
員
金
融
商
品
取
引
所
の
事
前
開
示
事
項
）

（
吸
収
合
併
存
続
会
員
金
融
商
品
取
引
所
の
事
前
開
示
事
項
）

第
八
十
二
条

法
第
百
三
十
九
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

第
八
十
二
条

法
第
百
三
十
九
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

五

吸
収
合
併
が
効
力
を
生
ず
る
日
以
後
に
お
け
る
吸
収
合
併
存
続
会
員
金
融

五

吸
収
合
併
が
効
力
を
生
ず
る
日
以
後
に
お
け
る
吸
収
合
併
存
続
会
員
金
融

商
品
取
引
所
の
債
務
（
法
第
百
三
十
九
条
の
四
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

商
品
取
引
所
の
債
務
（
法
第
百
三
十
九
条
の
四
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
百
一
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
吸
収
合
併
に
つ
い
て
異
議
を
述
べ

法
第
百
一
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
吸
収
合
併
に
つ
い
て
異
議
を
述
べ

る
こ
と
が
で
き
る
債
権
者
に
対
し
て
負
担
す
る
債
務
に
限
る
。
）
の
履
行
の

る
こ
と
が
で
き
る
債
権
者
に
対
し
て
負
担
す
る
債
務
に
限
る
。
）
の
履
行
の
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見
込
み
に
関
す
る
事
項

見
込
み
に
関
す
る
事
項

六

（
略
）

六

（
略
）

（
吸
収
合
併
存
続
会
員
金
融
商
品
取
引
所
の
事
後
開
示
事
項
等
）

（
吸
収
合
併
存
続
会
員
金
融
商
品
取
引
所
の
事
後
開
示
事
項
等
）

第
八
十
三
条

法
第
百
三
十
九
条
の
四
第
八
項
に
規
定
す
る
吸
収
合
併
に
関
す
る

第
八
十
三
条

法
第
百
三
十
九
条
の
四
第
七
項
に
規
定
す
る
吸
収
合
併
に
関
す
る

事
項
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

事
項
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

吸
収
合
併
消
滅
会
員
金
融
商
品
取
引
所
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
事
項

二

吸
収
合
併
消
滅
会
員
金
融
商
品
取
引
所
に
お
け
る
法
第
百
三
十
九
条
の
三

イ

法
第
百
三
十
九
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
手
続
の
経

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
一
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
手
続
の
経
過

過
ロ

法
第
百
三
十
九
条
の
三
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
一
条
の
四

の
規
定
に
よ
る
手
続
の
経
過

三

吸
収
合
併
存
続
会
員
金
融
商
品
取
引
所
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
事
項

三

吸
収
合
併
存
続
会
員
金
融
商
品
取
引
所
に
お
け
る
法
第
百
三
十
九
条
の
四

イ

法
第
百
三
十
九
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
手
続
の
経

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
一
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
手
続
の
経
過

過
ロ

法
第
百
三
十
九
条
の
四
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
一
条
の
四

の
規
定
に
よ
る
手
続
の
経
過

四
〜
七

（
略
）

四
〜
七

（
略
）

２

法
第
百
三
十
九
条
の
四
第
十
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
電

２

法
第
百
三
十
九
条
の
四
第
九
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
電

磁
的
方
法
は
、
第
十
七
条
各
号
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
、
吸
収
合
併
存
続
会
員

磁
的
方
法
は
、
第
十
七
条
各
号
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
、
吸
収
合
併
存
続
会
員

金
融
商
品
取
引
所
の
定
め
た
も
の
と
す
る
。

金
融
商
品
取
引
所
の
定
め
た
も
の
と
す
る
。

（
新
設
合
併
設
立
会
員
金
融
商
品
取
引
所
の
事
後
開
示
事
項
）

（
新
設
合
併
設
立
会
員
金
融
商
品
取
引
所
の
事
後
開
示
事
項
）
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第
八
十
五
条

法
第
百
三
十
九
条
の
六
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

第
八
十
五
条

法
第
百
三
十
九
条
の
六
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
第
百
三
十
九
条
の
五
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
手
続
き
の
経

（
新
設
）

過
三

法
第
百
三
十
九
条
の
五
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
一
条
の
四
の

二

法
第
百
三
十
九
条
の
五
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
一
条
の
四
の

規
定
に
よ
る
手
続
の
経
過

規
定
に
よ
る
手
続
の
経
過

四

（
略
）

三

（
略
）

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
新
設
合
併
に
関
す
る
重
要
な
事
項

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
新
設
合
併
に
関
す
る
重
要
な
事
項

（
計
算
書
類
に
関
す
る
事
項
）

（
計
算
書
類
に
関
す
る
事
項
）

第
九
十
条

法
第
百
三
十
九
条
の
十
二
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

第
九
十
条

法
第
百
三
十
九
条
の
十
二
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

定
め
る
も
の
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
日
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
催

定
め
る
も
の
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
日
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
催

告
の
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
に
お
け
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

告
の
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
に
お
け
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
又
は
そ
の
要
旨
に
つ
き
吸
収
合
併
存

一

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
又
は
そ
の
要
旨
に
つ
き
吸
収
合
併
存

続
株
式
会
社
金
融
商
品
取
引
所
が
会
社
法
第
四
百
四
十
条
第
一
項
又
は
第
二

続
株
式
会
社
金
融
商
品
取
引
所
が
会
社
法
第
四
百
四
十
条
第
一
項
又
は
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
公
告
を
し
て
い
る
場
合

次
に
掲
げ
る
も
の

項
の
規
定
に
よ
り
公
告
を
し
て
い
る
場
合

次
に
掲
げ
る
も
の

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

電
子
公
告
に
よ
り
公
告
を
し
て
い
る
と
き
は
、
会
社
法
第
九
百
十
一
条

ハ

電
子
公
告
に
よ
り
公
告
を
し
て
い
る
と
き
は
、
会
社
法
第
九
百
十
一
条

第
三
項
第
二
十
八
号
イ
に
掲
げ
る
事
項

第
三
項
第
二
十
九
号
イ
に
掲
げ
る
事
項

二

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
に
つ
き
吸
収
合
併
存
続
株
式
会
社
金

二

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
に
つ
き
吸
収
合
併
存
続
株
式
会
社
金

融
商
品
取
引
所
が
会
社
法
第
四
百
四
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
措
置
を
執
っ

融
商
品
取
引
所
が
会
社
法
第
四
百
四
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
措
置
を
執
っ



- -6

て
い
る
場
合

同
法
第
九
百
十
一
条
第
三
項
第
二
十
六
号
に
掲
げ
る
事
項

て
い
る
場
合

同
法
第
九
百
十
一
条
第
三
項
第
二
十
七
号
に
掲
げ
る
事
項

三
〜
六

（
略
）

三
〜
六

（
略
）

（
吸
収
合
併
存
続
株
式
会
社
金
融
商
品
取
引
所
の
事
後
開
示
事
項
等
）

（
吸
収
合
併
存
続
株
式
会
社
金
融
商
品
取
引
所
の
事
後
開
示
事
項
等
）

第
九
十
一
条

法
第
百
三
十
九
条
の
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

第
九
十
一
条

法
第
百
三
十
九
条
の
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

吸
収
合
併
消
滅
会
員
金
融
商
品
取
引
所
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
事
項

二

吸
収
合
併
消
滅
会
員
金
融
商
品
取
引
所
に
お
け
る
法
第
百
三
十
九
条
の
三

イ

法
第
百
三
十
九
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
手
続
の
経

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
一
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
手
続
の
経
過

過
ロ

法
第
百
三
十
九
条
の
三
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
一
条
の
四

の
規
定
に
よ
る
手
続
の
経
過

三

吸
収
合
併
存
続
株
式
会
社
金
融
商
品
取
引
所
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
事
項

三

吸
収
合
併
存
続
株
式
会
社
金
融
商
品
取
引
所
に
お
け
る
法
第
百
三
十
九
条

イ

法
第
百
三
十
九
条
の
九
の
二
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
手
続
の
経
過

の
十
一
及
び
第
百
三
十
九
条
の
十
二
の
規
定
に
よ
る
手
続
の
経
過

ロ

法
第
百
三
十
九
条
の
十
一
及
び
第
百
三
十
九
条
の
十
二
の
規
定
に
よ
る

手
続
の
経
過

四
〜
七

（
略
）

四
〜
七

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
新
設
合
併
設
立
株
式
会
社
金
融
商
品
取
引
所
の
事
後
開
示
事
項
等
）

（
新
設
合
併
設
立
株
式
会
社
金
融
商
品
取
引
所
の
事
後
開
示
事
項
等
）

第
九
十
四
条

法
第
百
三
十
九
条
の
二
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

第
九
十
四
条

法
第
百
三
十
九
条
の
二
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）
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二

新
設
合
併
消
滅
会
員
金
融
商
品
取
引
所
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
事
項

二

法
第
百
三
十
九
条
の
十
一
及
び
第
百
三
十
九
条
の
十
二
の
規
定
に
よ
る
手

イ

法
第
百
三
十
九
条
の
五
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
手
続
き
の

続
の
経
過

経
過

ロ

法
第
百
三
十
九
条
の
五
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
一
条
の
四

の
規
定
に
よ
る
手
続
き
の
経
過

三

新
設
合
併
消
滅
株
式
会
社
金
融
商
品
取
引
所
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（
新
設
）

イ

法
第
百
三
十
九
条
の
十
五
の
二
の
規
定
す
る
請
求
に
係
る
手
続
き
の
経

過
ロ

法
第
百
三
十
九
条
の
十
七
及
び
第
百
三
十
九
条
の
十
九
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
百
三
十
九
条
の
十
二
の
規
定
に
よ
る
手
続
き
の
経
過

四

（
略
）

三

（
略
）

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
新
設
合
併
に
関
す
る
重
要
な
事
項

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
新
設
合
併
に
関
す
る
重
要
な
事
項

２

（
略
）

２

（
略
）

（
合
併
認
可
申
請
書
）

（
合
併
認
可
申
請
書
）

第
九
十
五
条

（
略
）

第
九
十
五
条

（
略
）

２

法
第
百
四
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
面
又
は
電
磁
的

２

法
第
百
四
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
面
又
は
電
磁
的

記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面
（
こ
れ
ら
の
書
面
の
作
成
に
代
え
て
電
磁
的
記
録

記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面
（
こ
れ
ら
の
書
面
の
作
成
に
代
え
て
電
磁
的
記
録

が
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
）
と
す
る
。

が
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
）
と
す
る
。

一
〜
八

（
略
）

一
〜
八

（
略
）

九

法
第
百
三
十
九
条
の
三
第
六
項
、
第
百
三
十
九
条
の
四
第
五
項
及
び
第
百

九

法
第
百
三
十
九
条
の
三
第
五
項
、
第
百
三
十
九
条
の
四
第
四
項
及
び
第
百

三
十
九
条
の
五
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
一
条
の
四
第
二
項
若
し

三
十
九
条
の
五
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
一
条
の
四
第
二
項
若
し

く
は
法
第
百
三
十
九
条
の
十
二
第
二
項
（
法
第
百
三
十
九
条
の
十
九
に
お
い

く
は
法
第
百
三
十
九
条
の
十
二
第
二
項
（
法
第
百
三
十
九
条
の
十
九
に
お
い
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て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
会
社
法
第
七
百
八
十
九
条
第
二
項
、
第

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
会
社
法
第
七
百
八
十
九
条
第
二
項
、
第

七
百
九
十
九
条
第
二
項
若
し
く
は
第
八
百
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

七
百
九
十
九
条
第
二
項
若
し
く
は
第
八
百
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

及
び
催
告
（
法
第
百
三
十
九
条
の
三
第
七
項
、
第
百
三
十
九
条
の
四
第
六
項

及
び
催
告
（
法
第
百
三
十
九
条
の
三
第
六
項
、
第
百
三
十
九
条
の
四
第
五
項

、
第
百
三
十
九
条
の
五
第
七
項
若
し
く
は
第
百
三
十
九
条
の
十
二
第
三
項
（

、
第
百
三
十
九
条
の
五
第
六
項
若
し
く
は
第
百
三
十
九
条
の
十
二
第
三
項
（

法
第
百
三
十
九
条
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
会
社

法
第
百
三
十
九
条
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
会
社

法
第
七
百
八
十
九
条
第
三
項
、
第
七
百
九
十
九
条
第
三
項
若
し
く
は
第
八
百

法
第
七
百
八
十
九
条
第
三
項
、
第
七
百
九
十
九
条
第
三
項
若
し
く
は
第
八
百

十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
を
官
報
の
ほ
か
時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲

十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
を
官
報
の
ほ
か
時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲

載
す
る
日
刊
新
聞
紙
又
は
電
子
公
告
に
よ
っ
て
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ

載
す
る
日
刊
新
聞
紙
又
は
電
子
公
告
に
よ
っ
て
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ

れ
ら
の
方
法
に
よ
る
公
告
）
を
し
た
こ
と
並
び
に
異
議
を
述
べ
た
債
権
者
が

れ
ら
の
方
法
に
よ
る
公
告
）
を
し
た
こ
と
並
び
に
異
議
を
述
べ
た
債
権
者
が

あ
る
と
き
は
、
当
該
債
権
者
に
対
し
弁
済
し
若
し
く
は
相
当
の
担
保
を
提
供

あ
る
と
き
は
、
当
該
債
権
者
に
対
し
弁
済
し
若
し
く
は
相
当
の
担
保
を
提
供

し
若
し
く
は
当
該
債
権
者
に
弁
済
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
相
当

し
若
し
く
は
当
該
債
権
者
に
弁
済
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
相
当

の
財
産
を
信
託
し
た
こ
と
又
は
合
併
を
し
て
も
当
該
債
権
者
を
害
す
る
お
そ

の
財
産
を
信
託
し
た
こ
と
又
は
合
併
を
し
て
も
当
該
債
権
者
を
害
す
る
お
そ

れ
が
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
面

れ
が
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
面

十
〜
十
三

（
略
）

十
〜
十
三

（
略
）


